
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
…
…
…
五
一
三

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
三

○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
三

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
四

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
九
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
四

○
建
築
士
法
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
六

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
七

正
　
　
　
誤

○
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
号
外
第
二
十
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
助
産
施
設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
」
を
「
助
産
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
及
び

自
立
援
助
ホ
ー
ム
」
に
、「
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
の
入
所
者
」
を
「
、
母
子
生
活
支
援
施
設
の
入

所
者
及
び
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
入
居
者
」
に
改
め
、
同
表
備
考
１
中
「
及
び
里
親
」
を
「
、
里
親
及
び

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
表
備
考
６
中
「
里
親
」
の
下
に
「
又
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
」
を

加
え
、「
別
表
第
二
の
徴
収
金
月
額
を
当
該
月
の
開
所
日
数
（
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日
を
除

い
た
日
数
と
す
る
。）
で
除
し
た
額
に
当
該
月
の
通
所
日
数
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
十
円
未

満
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
」
を
「
零
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
　
こ
の
表
に
お
い
て
自
立
援
助
ホ
ー
ム
と
は
、
県
が
行
う
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
の
用
に
供
す

る
住
居
を
い
う
。

８
　
こ
の
表
に
お
い
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
と
は
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
が
当

該
事
業
の
用
に
供
す
る
住
居
を
い
う
。

別
表
第
三
の
Ｄ
の
項
中
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
八
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措

置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
野
呂
川
入
一
六
八
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
解
除
の
理
由

国
立
公
園
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
三
七
号

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
一
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

九
月
十
四
日

第
千
九
百
八
十
一
号

月　曜　日



区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

富
士
吉
田
市
松
山
四
丁
目
七
七
九
番
の
一
地
先
か

旧

一
二
・
六
〜

一
一
八
・
〇

ら

三
〇
・
七

富
士
吉
田
市
松
山
五
丁
目
七
九
四
番
の
四
地
先
ま

で

新

一
二
・
六
〜

一
一
八
・
〇

二
四
・
八

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
九
月
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
み
ん
な
の
楽
校
あ
っ
ぷ
る

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
角
田
恵

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
二
之
宮
五
百
三
十
四
番
地
三

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
親
と
そ
の
家
族
、
妊
婦
や
将
来
親
に
な
る
者
、
ま
た
は
子
育
て
支

援
者
に
対
し
て
、
育
児
支
援
、
家
庭
教
育
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
安
心
し
て
子
供
を
生
み

育
て
ら
れ
る
環
境
作
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
九
月
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
南
ア
ル
プ
ス
山
麓
い
や
し
の
里
づ
く
り
の
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
枝
正
揮

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
千
三
百
六
十
八
番
地
五

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
南
ア
ル
プ
ス
山
麓
に
広
が
る
手
つ
か
ず
の
自
然
を
保
護
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
世
の
中
に
広
め
、
そ
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
理
念
と
し
て
掲
げ
る
。

２
　
こ
の
法
人
は
、
理
念
を
具
現
化
す
る
た
め
、
次
の
目
的
を
掲
げ
る
。

（一）

南
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
自
然
を
保
護
し
つ
つ
、
人
々
の
心
を
い
や
す
場
所
を
提
供
す
る

（二）

南
ア
ル
プ
ス
山
麓
で
農
作
物
を
育
て
、
食
し
、
そ
れ
を
世
の
中
に
広
め
て
い
く

（三）

南
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
自
然
を
大
切
に
し
大
地
と
積
極
的
に
触
れ
合
う
人
材
を
育
て
る

（四）

南
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
自
然
と
調
和
の
取
れ
た
地
域
活
性
化
策
を
打
ち
出
し
、
具
体
的
に
行
　

動
す
る

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
テ
ク
ノ
ス
エ
ン
ジ
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
古
上
条
町
三
百
七
十
八
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
永
島
幸
次

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
│
二
〇
）
第
七
八
〇
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、内
装
仕
上
工
事
業
及
び
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
並
び
に
土
木
工
事
業
、

と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
管
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ

工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

五
一
四



五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
新
政
興
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
住
吉
一
丁
目
十
七
番
八
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
土
橋
光
矩

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
六
）
第
四
一
九
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の

許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
三
正
興
産

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
鍛
冶
屋
町
九
百
五
十
五
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
石
垣
征
夫

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
九
）
第
八
五
一
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
八
月
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
川
口
土
建
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
八
百
十
八
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
高
野
聖
哉

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
│
一
九
）
第
九
九
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、

屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ

ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の

許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
八
月
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
飯
島
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
都
留
市
つ
る
一
丁
目
十
八
番
二
十
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
飯
島
秀
明

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
九
二
〇
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
八
月
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

五
一
五



許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
井
出
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
千
九
百
八
番
地
一

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
小
野
正
毅

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
九
）
第
二
七
五
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
特
定
建

設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
中
村

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
二
千
百
一
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
中
村
和
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
八
九
五
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
八
月
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
サ
イ
キ
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
六
百
九
十
八
番
地

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
竹
山
拓

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
六
二
〇
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ

工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
伊
藤
工
業
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
天
神
町
二
番
十
二
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
伊
藤
研
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
七
二
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ

工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
築
士
法
に
基
づ
く
懲
戒
処
分

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級
建
築
士
の

処
分
を
し
た
の
で
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

五
一
六



一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
　
山
中
明

三
　
建
築
士
の
別
及
び
登
録
番
号
　
二
級
建
築
士
　
梨
第
二
六
二
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
三
月
間
の
業
務
停
止

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
工
事
監
理
業
務
を
受
注
す
る
た
め
に
、
建
築
士
事
務
所
の
登
録
が

満
了
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
あ
た
か
も
建
築
士
事
務
所
登
録
が
あ
る
か
の
ご
と
く
装
い
、

県
か
ら
の
通
知
文
「
一
級
建
築
士
事
務
所
登
録
に
つ
い
て
」
を
偽
造
し
て
、
別
の
建
築
士
事
務
所
に

対
し
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
使
し
た
こ
と
。

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

初
動
捜
査
活
動
支
援
シ
ス
テ
ム
　
六
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
通
株
式
会
社
　
神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
上
小
田
中
四
丁
目
一
番
一
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

四
千
十
九
万
四
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
山
梨
県
規
則
第
十
七
号
（
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
）

一

上

一

第
十
七
号

第
十
六
号

○
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
山
梨
県
規
則
第
十
八
号
（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
）

五

下

終
わ
り
か
ら
一
四

第
十
八
号

第
十
七
号

○
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
山
梨
県
規
則
第
十
九
号
（
山
梨
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
）

二
四

下

終
わ
り
か
ら
九

第
十
九
号

第
十
八
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

五
一
七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

五
一
八


